
１

は
じ
め
に

多
く
の
自
治
体
で
財
政
制
約
・
人
的
制
約
が
強
ま
り
つ
つ
あ
る

中
で
政
策
の
高
度
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
政
策
の

高
度
化
と
は
、
厳
し
い
経
営
環
境
の
下
で
変
化
す
る
行
政
課
題
へ

対
応
す
る
効
果
的
な
施
策
・
事
務
事
業
を
展
開
し
続
け
る
こ
と
を

指
す
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
個
別
自
治
体
に
よ
る
施
策
・
事
務
事

業
展
開
の
限
界
が
見
え
始
め
て
お
り
、
圏
域
レ
ベ
ル
で
の
広
域
連

携
に
よ
る
対
応
の
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。
広
域
連
携
の
枠
組

み
は
様
々
あ
る
が
、
圏
域
レ
ベ
ル
で
の
活
力
維
持
を
目
的
と
し
た

連
携
中
枢
都
市
圏
構
想
と
定
住
自
立
圏
構
想
が
例
に
挙
げ
ら
れ
る
。

本
稿
で
は
こ
の
連
携
中
枢
都
市
圏
構
想
を
取
り
上
げ
る
。

連
携
中
枢
都
市
圏
の
意
義
は
「
地
域
に
お
い
て
、
相
当
の
規
模

と
中
核
性
を
備
え
る
圏
域
の
中
心
都
市
が
近
隣
の
市
町
村
と
連
携

６１

連
携
中
枢
都
市
圏
構
想
に
お
け
る

広
域
連
携
の
ポ
イ
ン
ト

―
実
効
性
の
高
い
検
討
プ
ロ
セ
ス
構
築

の
た
め
に

株
式
会
社
富
士
通
総
研

行
政
経
営
グ
ル
ー
プ

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

（
兼
）公
共
政
策
研
究
セ
ン
タ
ー
上
級
研
究
員

鍋
島

直
宏
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し
、
コ
ン
パ
ク
ト
化
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
に
よ
り
「
経
済
成
長
の

け
ん
引
」、「
高
次
都
市
機
能
の
集
積
・
強
化
」
及
び
「
生
活
関
連

機
能
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
」
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
人
口
減
少
・
少

子
高
齢
社
会
に
お
い
て
も
一
定
の
圏
域
人
口
を
有
し
活
力
あ
る
社

（
１
）

会
経
済
を
維
持
す
る
た
め
の
拠
点
を
形
成
」
す
る
こ
と
に
あ
る
。

定
住
自
立
圏
構
想
と
の
大
き
な
違
い
は
中
心
と
な
る
都
市
の
規
模

に
あ
る
。
中
心
都
市
の
要
件
は
複
数
あ
る
も
の
の
定
住
自
立
圏
構

想
で
は
中
心
都
市
の
要
件
は
「
人
口
５
万
人
程
度
以
上
」
で
あ
る

一
方
、
連
携
中
枢
都
市
圏
構
想
で
は
「
指
定
都
市
、
中
核
市
」
と

中
心
都
市
の
規
模
が
大
き
い
。
平
成
２６
年
度
か
ら
地
方
自
治
法
改

正
に
よ
る
「
連
携
協
約
」
の
制
度
導
入
と
と
も
に
、
国
費
に
よ
る

支
援
が
展
開
さ
れ
連
携
中
枢
都
市
圏
の
形
成
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。

一
方
、
構
成
自
治
体
数
が
多
い
圏
域
で
は
具
体
的
な
連
携
事
業
の

検
討
・
調
整
の
難
易
度
が
高
く
、
連
携
高
度
化
の
ハ
ー
ド
ル
は
高

い
。そ

こ
で
本
稿
で
は
、
連
携
中
枢
都
市
圏
の
概
況
を
整
理
し
た
上

で
、
筆
者
が
担
当
し
た
連
携
中
枢
都
市
圏
で
の
支
援
を
踏
ま
え
た

具
体
的
な
連
携
に
向
け
た
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
ポ
イ
ン
ト
を
提
示
す

る
。

２

連
携
中
枢
都
市
圏
の
概
況

令
和
２
年
４
月
１
日
時
点
で
の
取
組
状
況
は
以
下
の
と
お
り
で

あ
る
。
３４
圏
域
延
べ
３
２
５
市
町
村
が
連
携
中
枢
都
市
圏
を
形
成

し
て
い
る
。
１
圏
域
当
た
り
の
構
成
市
町
村
数
は
平
均
す
る
と

７
〜
８
自
治
体
で
あ
る
。
一
定
の
人
口
規
模
を
有
す
る
中
心
都
市

が
近
隣
市
町
村
と
連
携
す
る
点
に
連
携
中
枢
都
市
圏
の
特
徴
が
あ

る
。
こ
の
た
め
中
心
都
市
の
人
口
は
お
お
む
ね
２０
万
人
〜
１
９
５

万
人
と
そ
の
規
模
が
大
き
い
一
方
で
、
連
携
す
る
自
治
体
は
一
般

市
か
ら
町
村
ま
で
多
岐
に
わ
た
る
。

図
表
１
の
３４
圏
域
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「
連
携
中
枢
都
市
宣
言
」、

「
連
携
協
約
」
及
び
「
連
携
中
枢
都
市
圏
ビ
ジ
ョ
ン
」
を
策
定
・

締
結
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
り
圏
域
の
基
本
的
な
方
針
や
中
心

都
市
及
び
構
成
市
町
村
の
役
割
分
担
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
具
体

的
な
連
携
事
業
の
検
討
プ
ロ
セ
ス
は
圏
域
ご
と
に
様
々
工
夫
が
さ

れ
て
い
る
が
、
検
討
の
プ
ロ
セ
ス
に
必
要
な
要
素
は
以
下
の
よ
う

に
整
理
で
き
る
。
プ
ロ
セ
ス
０
は
「
連
携
中
枢
都
市
圏
ビ
ジ
ョ
ン
」

の
策
定
で
の
整
理
が
一
般
的
で
あ
る
。
一
方
、
プ
ロ
セ
ス
１
以
降

の
実
施
方
法
及
び
そ
の
進
捗
状
況
は
圏
域
に
よ
り
様
々
で
あ
る
。

お
お
む
ね
情
報
発
信
の
共
同
化
な
ど
比
較
的
調
整
事
項
の
少
な
い
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事
業
は
具
体
的
な
連
携
の
目
途
が
立
ち
つ
つ
も
、
業
務
プ

ロ
セ
ス
の
共
同
化
・
標
準
化
な
ど
が
必
要
な
事
務
の
連
携

は
検
討
段
階
に
と
ど
ま
る
自
治
体
も
多
い
と
推
測
さ
れ
る
。

３

連
携
の
検
討
プ
ロ
セ
ス
で
想
定
さ
れ
る
課
題

以
上
で
整
理
し
た
検
討
プ
ロ
セ
ス
ご
と
に
想
定
さ
れ
る

課
題
を
以
下
の
よ
う
に
整
理
し
た
。

検
討
プ
ロ
セ
ス
１
で
は
連
携
事
業
候
補
に
挙
げ
ら
れ
た

事
業
の
精
査
が
不
十
分
で
、
検
討
項
目
が
曖
昧
な
ま
ま
検

討
が
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
状

況
を
回
避
す
る
た
め
に
は
事
業
候
補
の
内
容
を
精
査
す
る

こ
と
で
、
連
携
で
達
成
す
べ
き
状
態
の
明
確
化
が
重
要
と

な
る
。
例
え
ば
広
報
の
共
同
化
を
検
討
す
る
場
合
、
個
別

自
治
体
ご
と
の
広
報
活
動
で
は
そ
の
訴
求
力
に
限
界
が
あ

る
と
と
も
に
連
携
に
よ
り
高
い
費
用
対
効
果
が
見
込
ま
れ

る
場
合
、
広
報
の
共
同
化
を
検
討
の
俎
上
に
載
せ
る
。
本

来
広
報
で
達
成
す
べ
き
状
態
と
そ
の
た
め
に
ア
プ
ロ
ー
チ

す
べ
き
対
象
が
整
理
さ
れ
な
い
ま
ま
広
報
を
共
同
化
し
て

も
政
策
効
果
は
期
待
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
政
策
課
題

図表１ 連携中枢都市圏の取組状況
宣言連携中枢都市 ３６市 連携中枢都市宣言を行った市の数
連携中枢都市圏 ３４圏域 連携中枢都市圏ビジョンを策定した圏域の数

圏域を構成する市町村数 ３２５市町村 連携中枢都市圏に取り組む市町村数
（市町村数は延べ数で、連携中枢都市含む。）

１圏域当たりの構成市町村数
平 均：８．６４
中央値：７
最 大：２６

３４圏域の中枢都市以外の連携市町村数

出典：総務省ＨＰ（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/renkeichusutoshiken/
index.html）より富士通総研作成

図表２ 連携の検討プロセス
検討プロセス 検討プロセスの概要

０
連携の政策分野レベルでの
ゴール設定・展開の方向性
整理

連携中枢都市圏に求められる３つの方向性ごとに連携を
検討する政策分野、連携による成果などを整理
・圏域全体の経済成長のけん引
・高次の都市機能の集積・強化
・圏域全体の生活関連機能サービスの向上

１ 具体的な連携事業候補の整
理

０で整理した施策レベルでの方向性を構成する具体的な
事業を検討項目として設定

２ 個別事業の検討・調整 １で整理した事業ごとに連携の方法・費用負担の整理・
想定される成果などを検討・調整

３ 検討状況の確認・検討完了
事項の連携の決定

２で検討中の進捗管理及び検討が完了した場合、検討内
容を精査し連携を決定

４ 連携事業の評価・改善 事前費用対効果や指標を参考に実施状況の評価・改善を
実施
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と
そ
の
解
決
手
段
が
不
明
瞭
な
ま

ま
連
携
し
て
も
そ
の
効
果
は
限
定

的
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
共
同
化

の
検
討
が
自
己
目
的
化
す
る
懸
念

も
あ
る
。

検
討
プ
ロ
セ
ス
２
で
は
具
体
的

な
検
討
・
調
整
を
担
う
担
当
課
が

そ
の
検
討
の
進
め
方
や
取
る
べ
き

検
討
プ
ロ
セ
ス
が
分
か
ら
ず
検
討

が
十
分
に
進
捗
し
な
い
状
況
が
懸

念
さ
れ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に

連
携
中
枢
都
市
圏
で
は
一
定
規
模

を
有
す
る
中
心
都
市
と
構
成
自
治

体
の
規
模
の
差
が
大
き
い
。
こ
の

た
め
事
務
事
業
単
位
で
の
連
携
を

検
討
す
る
場
合
、
処
理
件
数
、
処

理
プ
ロ
セ
ス
及
び
活
用
す
る
シ
ス

テ
ム
な
ど
多
く
の
点
で
相
違
が
あ

り
、
連
携
に
向
け
た
事
務
の
共
同

化
・
標
準
化
の
障
壁
と
な
る
。
ま

た
財
政
の
規
模
や
状
況
の
違
い
か
ら
連
携
に
要
す
る
費
用
負
担
の

調
整
も
課
題
と
な
る
ほ
か
、
構
成
市
町
村
数
が
多
い
た
め
検
討
会

議
の
日
程
調
整
な
ど
の
調
整
コ
ス
ト
や
会
議
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
ト

な
ど
負
担
も
大
き
い
。
こ
の
た
め
具
体
的
な
連
携
の
検
討
を
担
う

担
当
課
職
員
は
ど
こ
か
ら
手
を
付
け
、
何
を
ど
の
よ
う
に
検
討
・

調
整
す
れ
ば
よ
い
の
か
分
か
ら
ず
検
討
が
十
分
に
進
捗
し
な
い
状

況
が
生
じ
る
。

検
討
プ
ロ
セ
ス
３
で
は
担
当
課
で
の
検
討
状
況
が
把
握
さ
れ
ず
、

検
討
が
行
き
詰
ま
っ
た
場
合
の
助
言
や
検
討
支
援
な
ど
検
討
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
の
機
能
不
全
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
構
成
自
治
体
ご
と

の
予
算
編
成
時
期
を
考
慮
し
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
な
い
場
合
に
は
、

検
討
が
完
了
し
た
事
業
の
開
始
時
期
へ
の
影
響
も
挙
げ
ら
れ
る
。

検
討
プ
ロ
セ
ス
４
で
は
、
そ
も
そ
も
連
携
後
の
事
業
評
価
の
設

計
が
な
い
自
治
体
も
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
事
業
評
価
の
設
計
の

あ
る
圏
域
で
も
見
込
ま
れ
る
成
果
や
事
業
の
成
果
を
測
る
指
標
の

設
定
が
で
き
て
お
ら
ず
、
成
果
・
課
題
の
要
因
分
析
や
費
用
対
効

果
を
正
し
く
評
価
で
き
な
い
懸
念
が
あ
る
。

図表３ 連携の検討プロセスで想定される課題
検討プロセス 想定される課題

１ 具体的な連携事業候補の整
理

●連携で解決すべき政策課題と課題解決の手段の方向性
が曖昧

２ 個別事業の検討・調整 ●取るべき検討プロセスや検討の全体像が検討を担う担
当課に共有されていない

３ 検討の精査・連携の決定 ●各担当課レベルでの検討の進捗状況が把握できず進行
中の検討プロセスのマネジメントが機能しない

４ 連携事業の評価・改善 ●連携後の運営方法、評価・改善のプロセス設計がされ
ていない
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４

想
定
さ
れ
る
課
題
を
踏
ま
え
た

連
携
の
検
討
プ
ロ
セ
ス
の
ポ
イ
ン
ト

以
上
の
課
題
に
対
し
て
必
要
と
な
る
対
応
策
を
以
下
に
記
載
す

る
。連

携
に
よ
り
解
決
す
べ
き
政
策
課
題
や
、
政
策
課
題
解
決
の
方

向
性
が
曖
昧
な
場
合
は
、
連
携
事
業
候
補
選
定
の
観
点
の
明
示
や

事
業
候
補
（
案
）
の
提
案
に
求
め
る
項
目
の
整
理
が
必
要
で
あ
る
。

事
業
候
補
（
案
）
の
妥
当
性
確
認
に
は
、
①
生
じ
て
い
る
政
策
課

題
、
②
共
同
化
に
期
待
さ
れ
る
内
容
、
③
共
同
化
に
よ
り
達
成
し

た
い
状
態
、
想
定
さ
れ
る
事
業
の
実
施
量
や
事
業
に
よ
る
成
果
そ

れ
ぞ
れ
の
整
理
が
求
め
ら
れ
る
。
特
に
政
策
課
題
が
整
理
さ
れ
て

い
な
い
場
合
、
政
策
課
題
の
因
果
関
係
を
整
理
す
る
ロ
ジ
ッ
ク
ツ

リ
ー
な
ど
を
活
用
し
、
生
じ
て
い
る
政
策
課
題
の
要
因
を
分
析
し

圏
域
で
の
連
携
が
有
効
な
課
題
解
決
手
段
か
を
確
認
す
る
必
要
が

あ
る
。
例
え
ば
保
育
所
入
所
選
考
事
務
の
業
務
負
荷
が
課
題
で
あ

れ
ば
、
①
申
請
書
に
不
備
が
多
く
確
認
作
業
時
間
を
要
す
る
、
②

住
民
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
の
た
め
選
考
基
準
が
複
雑
に
な
っ
て
い
る

な
ど
そ
の
第
一
階
層
の
要
因
を
整
理
し
、
次
に
第
一
階
層
の
状
況

の
要
因
（
第
二
階
層
）
を
整
理
す
る
と
い
う
よ
う
に
ロ
ジ
ッ
ク
ツ

リ
ー
作
成
に
よ
る
政
策
課
題

と
そ
の
要
因
の
整
理
が
求
め

ら
れ
る
。

次
に
検
討
プ
ロ
セ
ス
や
検

討
の
全
体
像
が
担
当
課
に
共

有
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、

検
討
手
順
書
の
作
成
が
有
効

で
あ
る
。
検
討
手
順
書
に
は
、

基
本
プ
ロ
セ
ス
（
①
現
状
の

可
視
化
、
②
共
同
化
に
向
け

た
事
務
の
棚
卸
、
③
事
務
の

標
準
化
・
共
同
化
に
向
け
た

検
討
、
④
期
待
さ
れ
る
費
用

対
効
果
の
算
定
、
⑤
実
施
体

制
整
備
な
ど
）
と
各
プ
ロ
セ

ス
で
整
理
す
べ
き
事
項
を
記

載
す
る
。
担
当
課
は
検
討
手

順
書
に
従
い
検
討
項
目
ご
と

に
具
体
的
な
検
討
項
目
を
洗

い
出
し
た
上
で
、
検
討
ス
ケ

図表４ 想定される課題への対応策

課題への
対応策

連携事業候補選
定の観点・検討
様式の整備

検討プロセス・
マイルストーン
整備等検討手順
書の作成

協議の助言体制
整備課題状況の
把握、評価、改
善の仕組み構築

事業評価及び外
部委託評価の事
前設計

課題
連携で解決すべき
政策課題と課題解
決の方向性が曖昧

協議状況が把握で
きず検討マネジメ
ントが機能不全

取るべき検討プロ
セスや検討の全体
像が担当課に共有
されていない

連携後の運営方
法、評価・改善の
プロセス設計がさ
れていない

検討
プロセス

２．個別事業の
　協議・調整

１．具体的な連
　携事業候補の
　整理

４．連携事業の
　評価・改善

３．協議の精査
　・連携の決定
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ジ
ュ
ー
ル
を
併
記
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
い
つ
ま
で
に
ど
の
よ
う
な

検
討
が
必
要
か
検
討
の
概
観
が
整
理
で
き
る
。
例
え
ば
固
定
資
産

税
業
務
に
お
け
る
航
空
写
真
撮
影
の
共
同
化
を
検
討
す
る
場
合
は
、

①
圏
域
団
体
の
撮
影
実
施
に
係
る
状
況
（
撮
影
頻
度
、
事
業
額
、

委
託
範
囲
、
仕
様
条
件
な
ど
）
の
可
視
化
が
ま
ず
必
要
と
な
る
。

そ
し
て
②
固
定
資
産
税
業
務
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
航
空
写
真
の
活

用
事
務
と
活
用
方
法
を
整
理
し
、
③
共
同
化
す
る
場
合
の
仕
様
条

件
の
整
理
を
行
い
、
④
事
業
者
へ
の
見
積
依
頼
・
仕
様
内
容
に
係

る
懸
念
事
項
等
の
意
見
照
会
を
踏
ま
え
た
費
用
対
効
果
・
費
用
負

担
案
を
作
成
す
る
。
最
後
に
⑤
中
心
都
市
へ
の
事
務
の
委
託
や
一

部
事
務
組
合
設
立
に
よ
る
共
同
化
の
実
施
な
ど
を
協
議
し
共
同
化

の
実
施
へ
と
進
む
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
担
当
課
に
よ
っ
て
は
こ

う
し
た
プ
ロ
セ
ス
整
理
の
段
階
で
過
不
足
な
く
検
討
の
全
体
像
を

整
理
で
き
な
い
場
合
も
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
必
要
に
応
じ
た

助
言
な
ど
を
行
う
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
な
ど
の
支
援
体
制
の
構
築
も
求

め
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
支
援
体
制
の
構
築
は
検
討
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
上

で
も
重
要
で
あ
る
。
支
援
体
制
は
①
担
当
課
か
ら
の
相
談
に
対
応

し
検
討
の
改
善
を
促
す
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
の
通
年
設
置
と
、
②
年
に

一
度
該
当
年
度
の
検
討
状
況
を
確
認
し
検
討
結
果
の
評
価
及
び
改

善
を
促
す
評
価
会
議
の
二
層
制
の
対
応
が
望
ま
し
い
。
ヘ
ル
プ
デ

ス
ク
は
通
年
で
の
支
援
に
よ
る
機
動
性
が
求
め
ら
れ
、
評
価
会
議

は
事
業
の
検
討
・
実
施
に
対
す
る
具
体
的
な
評
価
及
び
助
言
が
求

め
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
必
要
に
応
じ
て
有
識
者
や
コ
ン
サ
ル
な
ど

の
活
用
が
望
ま
し
い
。
例
え
ば
具
体
的
な
検
討
の
と
り
ま
と
め
を

担
当
す
る
部
門
が
担
当
課
か
ら
年
度
単
位
で
検
討
状
況
の
報
告
の

提
出
を
受
け
る
。
検
討
状
況
の
報
告
は
検
討
テ
ー
マ
ご
と
に
検
討

の
マ
イ
ル
ス
ト
ー
ン
や
プ
ロ
セ
ス
が
明
記
さ
れ
現
時
点
で
検
討
の

ど
の
段
階
に
あ
る
の
か
が
明
ら
か
な
様
式
が
必
須
で
あ
る
。
こ
の

報
告
内
容
を
と
り
ま
と
め
部
門
が
整
理
し
、
協
議
が
完
了
し
た
事

業
や
進
捗
が
不
十
分
な
事
業
は
評
価
会
議
で
の
評
価
対
象
と
す
る

と
い
っ
た
流
れ
が
想
定
さ
れ
る
。

最
後
に
連
携
後
の
運
営
方
法
、
評
価
・
改
善
の
プ
ロ
セ
ス
設
計

が
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
そ
の
事
前
設
計
が
不
可
欠
で
あ
る
。

圏
域
に
よ
っ
て
は
事
業
評
価
シ
ー
ト
を
作
成
し
評
価
を
実
施
し
て

い
る
が
、
Ｋ
Ｐ
Ｉ
の
設
定
に
疑
問
が
残
る
事
業
評
価
シ
ー
ト
も
存

在
す
る
。
そ
の
事
業
の
成
果
を
測
る
た
め
に
適
切
な
Ｋ
Ｐ
Ｉ
の
設

定
が
な
け
れ
ば
事
業
の
進
捗
や
成
果
は
把
握
で
き
な
い
。
ま
た
外

部
委
託
を
実
施
す
る
場
合
は
、
委
託
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ー
ト
の
設

計
も
求
め
ら
れ
る
。
評
価
の
事
前
設
計
に
は
、
共
同
化
に
係
る
初
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期
費
用
・
ラ
ン
ニ
ン
グ
費
用
を
基
に
複
数
年
度
に
わ
た
る
費
用
対

効
果
の
算
定
が
必
須
と
な
る
。
例
え
ば
、
介
護
認
定
に
係
る
訪
問

調
査
に
活
用
す
る
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
の
共
同
調
達
を
実
施
す
る
場

合
、
初
期
費
用
（
端
末
費
用
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ソ
フ
ト
費
用
、
介
護

保
険
シ
ス
テ
ム
と
の
デ
ー
タ
連
携
用
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
費
用
な
ど
）

に
加
え
て
ラ
ン
ニ
ン
グ
費
用
（
シ
ス
テ
ム
保
守
費
用
、
リ
ー
ス
契

約
の
場
合
は
年
度
ご
と
の
タ
ブ
レ
ッ
ト
費
用
な
ど
）
の
整
理
が
必

要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
整
理
を
検
討
段
階
で
実
施
し
な
け
れ
ば
連

携
後
に
期
待
し
た
成
果
が
上
が
ら
な
い
状
況
が
生
じ
る
懸
念
も
あ

る
。５

お
わ
り
に

連
携
中
枢
都
市
圏
で
は
、
特
に
中
心
都
市
と
圏
域
市
町
村
の
規

模
の
差
が
大
き
い
た
め
具
体
的
な
事
務
共
同
化
の
検
討
で
は
調
整

事
項
も
様
々
生
じ
る
。
費
用
負
担
の
検
討
で
は
各
自
治
体
の
財
政

の
規
模
や
状
況
の
違
い
を
背
景
に
費
用
負
担
の
折
り
合
い
が
つ
か

ず
検
討
が
座
礁
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
例
え
ば
航
空
写
真
撮
影
の

共
同
化
の
場
合
、
共
同
実
施
す
る
団
体
が
多
く
直
接
測
量
費
が
大

き
い
ほ
ど
適
用
さ
れ
る
諸
経
費
率
は
低
減
し
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト

（
２
）

が
働
き
や
す
く
な
る
。
し
か
し
面
積
割
や
人
口
割
で
は
負
担
額
の

合
意
が
で
き
ず
共
同
化
を
見
送
る
自
治
体
が
出
て
く
る
と
直
接
測

量
費
が
下
が
り
そ
の
他
の
自
治
体
が
享
受
で
き
る
費
用
対
効
果
も

小
さ
く
な
る
。
こ
う
し
た
場
合
自
治
体
間
の
平
等
性
・
公
平
性
に

と
ど
ま
ら
ず
、
応
能
負
担
に
よ
る
圏
域
全
体
で
の
費
用
対
効
果
の

最
大
化
の
志
向
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
検
討
過
程
で
生
じ
る

課
題
へ
の
対
応
は
中
心
都
市
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
成
否
を
分
け

る
。
共
同
化
の
難
易
度
が
高
く
と
も
効
果
が
見
込
ま
れ
る
事
業
の

共
同
化
に
向
け
、
単
な
る
進
行
管
理
に
と
ど
ま
ら
ず
実
効
性
の
高

い
検
討
が
多
く
の
圏
域
で
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
期
待
し
た
い
。

〔
注
〕

（
１
）
総
務
省
「
連
携
中
枢
都
市
圏
構
想
」https://w

w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_sosiki

/jichi_gyousei/renkeichusutoshiken/index.htm
l

（
令
和
３
年
３
月
２９
日
閲
覧
）

（
２
）
国
土
交
通
省
「
令
和
３
年
度
測
量
業
務
積
算
基
準
」
に
よ
る
と
、
航
空
写
真
撮
影

に
係
る
主
た
る
費
用
で
あ
る
測
量
作
業
費
は
、
直
接
測
量
費
（
直
接
人
件
費
な
ど
）

と
諸
経
費
（
間
接
測
量
費
及
び
一
般
管
理
費
等
）
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
諸
経

費
は
直
接
測
量
費
が
大
き
い
ほ
ど
そ
の
適
用
率
が
下
が
る
た
め
個
別
団
体
で
の
撮
影

時
と
比
較
し
費
用
が
縮
減
で
き
る
。
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